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内内容　時日時　場場所　対対象　講講師　演演者　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　定定員　保一時保育　持持ち物
提提出　配配布　備備考　注注意事項　予予約　申申込・申請　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール

祝日・休日の受付・相談はありません。
秘密厳守・無料
同一内容の相談は原則１回
場�市役所１階市民相談室１０１・１０２
問広報広聴課
℡０６－６９９２－１３５３、１３５６
法律相談･･･相続・離婚・金銭や土地
建物の賃借問題など
▼弁護士※予
（１人３０分・先着１4人）
毎週木曜日１３：００～１６：３０
▼司法書士※予
（１人３０分・先着8人）
第２・３・4火曜日１３：００～１５：００
登記相談･･･相続・売買・贈与などの
登記
▼司法書士※予
（１人３０分・先着4人）
第２水曜日１３：００～１５：００
税務相談･･･相続税・所得税・贈与税
など
▼税理士※予
(１人３０分・先着６人)
第２金曜日１３：００～１６：００
行政書士相談･･･成年後見・各種契約
書の作成など
▼行政書士※予
(１人３０分・先着６人)
第１火曜日１３：００～１６：００
不動産一般相談･･･賃貸借契約・不動
産の活用など
▼宅地建物取引士※予
(１人３０分・先着６人)
第１火曜日１３：００～１６：００

※予上記いずれも相談日の１週間前
（休日の時は翌開庁日）１３：００から
電話受付

行政相談･･･国などの行政に対する
要望や苦情など
▼行政相談委員予前日までに
第4火曜日１０：００～１２：００

市民相談（10月分） 消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り

　
エ
ス
テ
の
格
安
体
験
か
ら
次
々
契
約
、
解

約
し
た
い

【
事
例
】

　
ネ
ッ
ト
で
見
つ
け
た
格
安
の
体
験
痩そ
う
し
ん身

エ

ス
テ
を
受
け
に
行
っ
た
。
施
術
後
、
担
当
者

か
ら
２０
回
３０
万
円
の
痩そ

う
し
ん身

エ
ス
テ
と
化
粧
品

の
購
入
を
勧
め
ら
れ
契
約
し
た
。
そ
の
後
も

施
術
に
通
う
た
び
に
、
痩そ

う
し
ん身

エ
ス
テ
の
追
加

コ
ー
ス
や
サ
プ
リ
メ
ン
ト
な
ど
を
次
々
と
勧

め
ら
れ
た
。
断
っ
て
も「
効
果
が
上
が
り
早

く
痩
せ
ら
れ
る
」「
支
払
い
が
困
難
な
ら
分
割

払
い
手
数
料
を
無
し
に
す
る
」と
言
わ
れ
、

断
り
切
れ
ず
契
約
し
た
。
し
か
し
、
体
験
後

１
ヵ
月
で
３
回
施
術
に
通
っ
た
だ
け
な
の

に
、
総
額
で
８０
万
円
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

解
約
し
た
い
。

【
解
説
】

　
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
契
約
の
う
ち
、
利
用
期

間
が
１
カ
月
を
超
え
、
総
額
が
５
万
円
を
超

え
る
契
約
は
、
特
定
商
取
引
法
で
規
制
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
の
法
律
で
は
、
契
約
書
面
を
受
け
取
っ

て
か
ら
８
日
以
内
で
あ
れ
ば
、
無
条
件
で
契

約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る「
ク
ー
リ
ン

グ・オ
フ
制
度
」が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
ク
ー
リ
ン
グ・
オ
フ
期
間
を
経
過
し
た

後
で
も
、
契
約
期
間
内
で
あ
れ
ば
理
由
の
有

無
に
関
係
な
く
解
約
で
き
る「
中
途
解
約
制

度
」が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
２
万
円
を
上

限
と
し
た
解
約
料
に
関
す
る
規
定
が
あ
り
、

解
約
料
と
中
途
解
約
ま
で
に
受
け
た
エ
ス
テ

サ
ー
ビ
ス
の
対
価
に
相
当
す
る
金
額
を
支
払

う
こ
と
で
中
途
解
約
が
で
き
ま
す
。
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
た
め
に
必
要
と
い
わ
れ
て
購
入

し
た
化
粧
品
や
サ
プ
リ
メ
ン
ト
な
ど
も
、
関

連
商
品
と
し
て
、
同
時
に
ク
ー
リ
ン
グ・
オ

フ
や
中
途
解
約
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に「
ク
ー
リ
ン
グ・
オ
フ
制
度
」

や「
中
途
解
約
制
度
」が
あ
る
と
は
い
え
、
ト

ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
に
は
、
勧
誘
さ
れ
る
ま

ま
契
約
せ
ず
に
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
よ
く
検

討
し
た
う
え
で
契
約
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
「
体
験
だ
か
ら
」と
気
軽
に
利
用
す
る
前

に
、
自
分
の
希
望
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や

価
格
を
明
確
に
し
て
お
き
、
勧
誘
さ
れ
て
も

そ
の
場
で
の
新
た
な
契
約
は
避
け
、
い
っ
た

ん
家
に
戻
り
、
冷
静
に
な
っ
て
考
え
る
時
間

を
持
ち
ま
し
ょ
う
。「
今
だ
け
」「
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
中
」「
よ
り
効
果
が
上
が
る
」な
ど
と
い
っ

て
勧
誘
さ
れ
て
も
、
必
要
な
い
と
き
は
き
っ

ぱ
り
と
断
り
ま
し
ょ
う
。

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
相
談
専
用
電
話

℡�

０
６
・
６
９
９
８
・
３
６
０
０

時
午
前
９
時
～
午
後
４
時
３０
分（
平
日
の
み
）

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン（
土・日
、祝
日
）

℡�

局
番
な
し
１
８
８

時
午
前
１０
時
～
午
後
４
時

固
定
資
産
税
減
額

�

住
宅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
家
屋

　
新
築
さ
れ
た
日
か
ら
１０
年
以
上
を
経
過
し

た
住
宅
に
、
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
を

行
っ
た
場
合
に
は
、
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た

翌
年
の
１
月
１
日
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度

分
の
固
定
資
産
税
が
、
３
分
の
１
減
額
さ
れ

ま
す
。

注�

減
額
措
置
の
対
象
床
面
積
は
１
０
０
平
方

メ
ー
ト
ル
ま
で
で
、
貸
家
は
対
象
外
。

　

�

減
額
措
置
を
受
け
る
に
は
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
改
修
を
行
っ
た
住
宅
に
、
６５
歳
以
上

の
人
、
要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認
定

を
受
け
て
い
る
人
、
障
が
い
の
あ
る
人
が

居
住
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

改
修
工
事
の
要
件　

　
自
治
体
か
ら
の
補
助
金
や
介
護
保
険
か
ら

の
給
付
を
除
く
工
事
費
の
合
計
金
額
が
５０
万

円
以
上
で
、
次
の
工
事
に
該
当
す
る
も
の
が

減
額
措
置
対
象
で
す
。�

▽
廊
下
の
拡
幅

▽
階
段
の
こ
う
配
緩
和

▽
浴
室
改
良

▽
便
所
改
良

▽
手
す
り
取
り
付
け

▽
床
の
段
差
解
消

▽
引
き
戸
へ
の
取
り
替
え

▽
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

申
請
の
手
続
き　

　
改
修
工
事
終
了
後
３
カ
月
以
内
に
、
下
記

の
書
類
と
、固
定
資
産
税
の
減
額
申
請
書（
課

税
課
に
あ
り
）を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
の
振
込
日
は

�

１０
月
８
日
で
す

　
令
和
２
年
６
月
分
～
９
月
分
を
、
１０
月
８

日（
木
）に
振
り
込
み
ま
す
。
転
出
な
ど
を
し

て
い
る
人
は
、
対
象
月
が
変
わ
り
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
政
策
課

℡�

０
６
･
６
９
９
２
･
１
６
４
７

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　

保
険
課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら「
還
付
金

が
発
生
し
て
い
る
」と
電
話
が
あ
り
、
コ
ン

ビ
ニ
な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
し
、
預
金
を
引

き
出
そ
う
と
す
る
詐
欺
に
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

　
市
で
は
、
還
付
金
な
ど
の
手
続
き
で
市
民

の
皆
さ
ん
に
直
接
電
話
を
か
け
た
り
、
Ａ
Ｔ

Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
い
っ
た
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合

は
、
絶
対
に
手
続
き
に
応
じ
な
い
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

▽�

納
税
義
務
者
な
ど
の
住
民
票
の
写
し（
市

内
在
住
者
は
不
要
）

▽
工
事
明
細
書
お
よ
び
領
収
書
な
ど

▽
次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
該
当
す
る
も
の

①�

６５
歳
以
上
の
人
が
居
住
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
も
の（
健
康
保
険
証
な
ど
の

写
し
）

②�

要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認
定
を
証
す

る
書
類（
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
写

し
）

③
障
が
い
者
手
帳
な
ど
の
写
し

問
課
税
課・資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

福
祉
の
総
合
相
談

場�

①
市
役
所
７
階
守
口
市
社
会
福
祉
協
議
会

②
い
き
い
き
ネ
ッ
ト
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

（
藤
田
町
４－

２０－

１
）

　
③
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

時�

①
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
３０
分

　

�

②
平
日
午
前
１０
時
～
午
後
４
時（
表
の
開

催
日
時
を
除
く
）

　

�

③
平
日（
表
の
と
お
り
。
た
だ
し
、
休
館

日
除
く
）

備�

当
日
直
接

問
守
口
市
社
会
福
祉
協
議
会

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
２
７
１
５

毎月 場所 １０月

第１火曜日 西部 ６日

第２木曜日 南部エリア 8日

第２火曜日 北部 １３日

第３木曜日 東部エリア １５日

第３火曜日 錦 ２０日

第4火曜日 八雲東 ２７日
時すべて１０：００～１２：００

児童手当所得制限限度額 児童手当金額
扶養親族
などの数

所得制限限
度額（万円）

収入額の目
安（万円）

対象児童
（中学校修了まで）

振込金額
（月額）

０人 ６２２ 8３３.３ ３歳未満 １５,０００円
１人 ６６０ 8７５.６ ３歳以上 １０,０００円
２人 ６９8 ９１７.8 第３子以降（３～１２歳） １５,０００円
３人 ７３６ ９６０.０ 中学生 １０,０００円
4人 ７７4 １００２.１ 備所得制限超の世帯の児童は一律５，０００円です。

注�収入額の目安は、給与収入のみで
計算しています。
　�一般的に年収、年商が収入に当た
り、収入から必要経費を差し引い
た後の金額が所得に当たります。

「
安
全
運
転
講
習
会
」の
中
止

　
「
安
全
運
転
講
習
会
」に
つ
い
て
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
中
止

し
ま
し
た
。

　
優
良
自
動
車
運
転
者
表
彰
の
申
請
を
考
え

て
い
る
人
お
よ
び
安
全
運
転
に
関
す
る
資
料

が
必
要
な
人
は
、
守
口
警
察
署
交
通
課
交
通

総
務
係
ま
で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

注�

優
良
自
動
車
運
転
者
表
彰
の
受
賞
資
格
の

中
に
、「
年
に
１
回
、
同
様
の
講
習
を
受
け

て
い
る
こ
と
」と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

問
守
口
警
察
署
交
通
課
交
通
総
務
係

℡�

０
６
・
６
９
９
４
・
１
２
３
４

　
（
内
線
４
１
３
）

問�

守
口
市
交
通
安
全
都
市
推
進
協
議
会（
道

路
公
園
課
内
）

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
７
０
３


